
 

平成 24年 4月 17日 

公益事業振興補助事業審査・評価委員会委員 各位 

 

財団法人 ＪＫＡ 

理事 笹部 俊雄 

 

平成 24年度 第１回 公益事業振興補助事業審査・評価委員会 

開催のご案内（持ち回り） 

 

拝啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。 

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 

さて、本財団では、東日本大震災補助について、平成23年度は第1次募集を平成23年5

月から７月、第2次募集を平成23年11月から平成24年1月の期間で行いました。152件、

407,313千円の補助要望に対し55件、143,784千円の採択を行いました。 

東日本大震災から１年がたち、復興に向けた継続的な支援が求められるなか、民間主

導による臨機応変な被災地復興への取組みを引続き支援するため、一部募集要項を見直

し、被災された方々や被災地域のニーズにきめ細かく対応するための活動及び被災地域

が復興するために取組む様々な活動を支援したいと考えています。 

 

つきましては、本補助事業の募集要項（案）の審議及び募集開始時期等の関係上、早

期の決定が必要であるため、補助事業審査・評価委員会規程第 7条第 2項の規定に基づ

き、下記の審議事項について持ち回りにて「平成 24年度第 1回公益事業振興補助事業

審査・評価委員会」を開催いたしたくご案内申し上げます。 

 

また、委員の皆様方におかれましては、特段のご配慮をいただき、再任のご承諾をい

ただき誠にありがとうございます。 

委員長について、本来であれば補助事業審査・評価委員会規程第 6条に基づき、委員

の互選により選出することとしておりますが、本件、持回り審議を行うにあたっては、

小松隆二委員に委員長をお願いすることを予めご了承いただきますようお願いいたし

ます。 

敬具 

記 

 

１．審議事項 

「平成 24年度 東日本大震災復興支援補助 第 2次募集要項(案)」の賛否につい

て 

２．資 料 

「平成 24年度 東日本大震災復興支援補助」第 2次募集要項(案) 

参考資料：「東日本大震災復興支援補助募集要項（新旧対照表）」 

 

上記の議案について、別紙の「ご回答用紙」の、“賛成”または“反対”いずれかの 

 



 

                      

にチェックを入れ、下線部分の日付欄及び氏名欄にご記入の上、４月 24日（火）ま

でに以下の宛先までＦＡＸでご返信いただきますようお願い申し上げます。 

 

   ＦＡＸ：０３（３５１２）１２７７（公益・福祉振興事業課宛て） 

 

   ※本件に関するお問い合わせについては、 

   ＴＥＬ：０３（３５１２）１２７６または１２７８ 

   （財）ＪＫＡ 補助事業部 公益・福祉振興事業課 浅倉・山田 

 

 

３．東日本大震災復興支援補助募集要項の主な変更点 

 前回、「平成 23 年度第 2 次募集要項」と今回の「平成 24 年度東日本大震災復興支援補

助第 2次募集要項(案)」の主な変更点については、以下のとおりです。 

(1) 補助対象者の条件を一部緩和 

   震災発生後、被災地において復興支援を目的とした新規設立法人については、応募

を緩和することとした。 

 

   理由：被災地で復興支援活動を目的とし、23年度以降に設立した法人については、 

      過去の補助実績が提示できない場合は、定款の設立目的の確認で補う等の対

応により、審査において不利とならないため、補助対象者の条件の見直しを

行った。 

 

  （平成 24年度東日本大震災復興支援補助第 2次募集要項(案) 1.補助対象者(3)のただし書 

き参照） 

 

(2) 対象となる活動をメニューに明記 

今後想定される被災者の自立、地域の再生といった復興ニーズに対応するため、「被 

災者の自立支援、就業支援を目的とした活動」をより多く受付けるため、具体的に明

記した。 

 

理由：被災地では、被災者（生活保護者や失業者）の労働意欲の喪失が社会問題化 

しつつあり、今後のニーズとして自立支援、就業支援がより必要となること 

が見込まれるため。 

 

（平成 24年度東日本大震災復興支援補助第 2次募集要項(案) 2.対象となる活動(6)参照） 

 

(3) 対象となる経費を一部追加 

現地ニーズに対応するため、被災地に設置する応急仮設拠点施設の建築に用いる資材

として現地の木材等を追加した。 



 

                      

 

理由： 23年度第 2次募集では、事業活動に必要な被災地に設置する応急仮設拠点施 

設にプレハブを対象としていたが、現地の木材等を活用した施設における活

動の要望が見込まれ（既に 23年度に 2事業要望があり 1事業内定）、今後も

多様なニーズに対応するため。 

 

（平成 24年度東日本大震災復興支援補助第 2次募集要項(案) 2.対象となる活動 ※参照） 

 

(4) 募集回数の変更 

前回は補助金額の予算総額を第１次募集、第２次募集で各々１億円（計２億円）とし

ていたが、今回、一括して予算総額を２億円とすることとした。 

なお、募集期間に予算額に達しない場合は、募集を継続する。 

 

理由： 前回は各募集ごとに予算総額を提示したが、今回は年度内の全体予算を一括

で示すため。 

 

（平成 24年度東日本大震災復興支援補助第 2次募集要項(案) 3.補助金額参照） 

 

 

    

送付資料一覧 

・別 紙：「ご回答用紙」 

・資 料：「平成 23年度 東日本大震災復興支援補助」募集要項(案） 

参考資料：「東日本大震災復興支援補助募集要項（新旧対照表）」 

 

・参考１：平成 24年度公益事業振興補助事業審査・評価委員会名簿 

・参考２：補助事業審査・評価委員会規程 

 

 

以上 

 

 

 

 


